
これからパパ・ママになる方、企業・団体の人事ご担当者に向けた「さんきゅうパパ準備BOOK」をウェブで配信中です。

内閣府　さんきゅうパパ 検 索 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/sankyu_papa.html

さんきゅうパパがふえると、家族に、企業に、
そう、社会にもっと笑顔がふえるんです。

「さんきゅうパパプロジェクト」は、ママの産後2か月以内の
パパの休暇取得を促進していくことを目指しています。

2020年に
80％が目標

男性には、女性のような産後休業の制度はありませんが、育児休業を取得できるほか、企業によっては「配偶者
出産休暇」等の特別休暇を取得できる場合もあります。内閣府では、配偶者の出産後２か月以内に半日又は１日
以上の休み（年次有給休暇、配偶者出産時等に係る特別休暇、育児休業等）を取得した男性の割合を、2020 年には 80％※と
することを目標として、啓発活動を行っています。  ※「少子化社会対策大綱」（平成27年3月20日閣議決定）の数値目標


